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提案理由 

 専決処分事項を新たに指定するもの。 

 

 

各務原市議会議長   川嶋  一生 様 

  



専決処分事項の指定の一部改正 

専決処分事項の指定（昭和４５年３月１９日議決）の一部を次のように改正する。 

第２号の次に次の２号を加える。 

３ 支払督促が督促異議の申立てにより訴訟に移行した場合の訴えの提起及び当該訴訟

の和解に関すること。 

４ 目的の価額が１４０万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関するこ

と（前号に定めるものを除く。）。 

附 則 

この議決は、令和８年４月１日から実施する。 

  


